
プログラム 

◆女性差別撤廃条約選択議定書の個人通報制度の事例紹介 

講  師：川眞田嘉壽子さん（国際女性の地位協会・立正大学教授） 

◆個人通報制度が実現したら… 

報告者：長迫 忍さん（男女賃金差別訴訟元原告－中国電力） 

田中須美子さん（戸籍続柄訴訟元原告） 

橘高真佐美弁護士（夫婦別姓訴訟弁護団） 

 

 

 

   

 

今こそ、女性差別撤廃条約でジェンダー平等を！ 

2018 NWEC男女共同参画推進フォーラム ワークショップ No.15 
8 月 31 日（金） 

15：30～17：30 

101 研修室 

資料：500 円 
 

 

 

～個人通報制度が実現したら～ 

日本女性差別撤廃条約 NGO ネットワーク（JNNC） 
http://www.jaiwr.org/jnnc/index.htm 

連絡先：FAX 03‐5905‐0365 

 
 

 

国際女性の地位協会（JAIWR) 
 http://www.jaiwr.net/    
 連絡先：FAX 03‐5905‐0365 

 

http://www.jaiwr.org/jnnc/index.htm
http://www.jaiwr.net/

